
特集  「新しい市場」～年齢、偏差値、地域を超えて

▶授業方法区分別に記入▶メディア利用授業：「利用する技術の特色」には
教材作成及び更新の方針等概要、「同時双方向性の確保」には「一体的に
扱うことのできる情報の種類及び同時双方向性の程度、毎回の授業での指導
及び学生の意見交換機会等の方法、「学修過程の管理方法」には、出席確
認、学修時間確保の方法、添削等による指導の機会や方法の概要を記入▶
面接授業：実施期間、実施施設名称・所在地、１日の授業時間と日数等を記入

      

潜
在
的
な
市
場
と
顕
在
化
し
た
市

場
の
両
面
か
ら
考
え
よ
う
。

　通
信
制
の
学
生
の
年
齢
構
成
は
多
様

な
大
学
が
多
い
【
図
表
１
】。
募
集
エ

リ
ア
も
地
元
以
外
の
学
生
も
見
込
め
る

こ
と
か
ら
、
通
信
教
育
に
よ
る
新
た
な

市
場
開
拓
を
考
え
て
い
る
大
学
も
少
な

く
な
い
だ
ろ
う
。
潜
在
的
な
市
場
開
拓

に
あ
た
っ
て
の
課
題
を
【
図
表
２
】
に

ま
と
め
た
。
１
・
８
万
人
も
の
通
信
教

育
学
部
の
学
生
を
擁
す
る
京
都
芸
術
大

学
に
よ
る
と
、「
市
場
を
探
す
、
と
い

う
よ
り
も
、
潜
在
的
な
需
要
は
あ
る
の

で
、
コ
ン
テ
ン
ツ
を
開
発
し
て
需
要
を

掘
り
起
こ
す
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
」
だ
と

い
う
。
そ
れ
が
、「
通
信
教
育
」
で
検

索
す
れ
ば
、
自
学
の
名
前
が
上
位
に
出

る
状
況
づ
く
り
に
つ
な
が
る
。

　他
方
、
通
信
制
へ
の
ニ
ー
ズ
が
顕
在

化
し
て
い
る
市
場
も
存
在
す
る
。
一
つ

は
国
家
資
格
系
だ
。
京
都
橘
大
学
は
公

認
心
理
師
で
、
通
信
制
で
は
な
い
が
千

葉
商
科
大
学
大
学
院
で
は
職
務
直
結
型

【図表4】通信教育設置基準上の通学制との主な違いと授業方法の定義 

＊文部科学省資料を基にBetween編集部にて作成

＊文部科学省資料を基にBetween編集部にて作成

＊取材を基にBetween編集部にてまとめ

【図表5】通信教育課程設置ならではの提出書類【図表6】通信制ならではの
「学生確保の見通し調査」の課題例

【図表7】令和９年度開設用「大学の設置等に係る提出書類の作成の手引」の通信制に関する主な変更点

▶授業方法区分別に、単位数や卒業または修了に必要な単位数を記入
▶基幹教員、事務職員等教員やその他職種は通信専任、通学兼務の数を分
けて記入

▶職員以外で設問回答、添削指導、質疑応答等の補助、教育相談等を職務
とする者で、名称は問わない（大学設置基準第８条第３項規定の「指導補助
者」とは別）▶名称、役割、採用条件、研修方法の詳細を記入

現状、通学制高校では通信制への入学
意向が取りにくい。通信制高校では生
徒があまり登校しないので留置調査が
難しい。

面積についての具体的基準なし（教育に支
障のないもの）

必要かつ面積基準もある。ただし、教育研究
に支障ない場合はその限りではない

併設型：収容定員４千人につき４人増加／
独立型：別表１に定めた通信制用の規定人
数以上　※併設の場合、増加人数が必要
な基幹教員数の２割未満の場合は、２割の
教員数の増加が必要

面接授業を全く行わなくても可能（印刷教材
等による授業、放送授業、メディアを利用し
て行う授業のいずれかまたはこれらの併用）

通信教育によって十分な教育効果が得られ
る専攻分野

大学、短大はあり。大学院はなく、大学院設
置基準（第９章第25～30条）、専門職大学
院設置基準（第３章第９条）で規定 印刷教材その他これに準ずる教材

を送付もしくは指定し、もしくはその内
容をインターネット等を通じて提供し、
主としてこれにより学修させる授業

主として放送その他これに準ずる
もの（インターネット等を通じて提供
する映像、音声等を含む）の視聴
により学修させる授業

放送とはTV放映
だけでなく、ネット
配信含む

印刷教材等はネッ
トでの送付含む

面接授業は遠隔授
業でも可であるため、
対面授業を全く行わ
なくても設置可能

同時かつ双方向性が前提
（対話性）

添削等による指導により、毎回の
授業に厳密な双方向性は求めら
れない

「通信教育を実施する場合の具体的計画」の項において、単位認定試験等における不正行為防止対策につい
て説明を求めるよう追記。

「通信教育を実施する場合の具体的計画」の項において、安定的・継続的な授業の実施や学生の個人情報の管理
等のための情報セキュリティ体制について説明を求めるよう追記。

通学制との併設型の場合、実施する教育研究の内容・方法や収容定員の規模等を踏まえ、十分な組織を編制し
ていることを具体的に説明し、教員負担の増加に対する配慮について説明を求めるよう追記。

通信制ならではの入学と編入学の区別
など、手引きのとおりに調査票をつくれな
いケースもあるので、柔軟な設計が求め
られる。

通学制に比べて定員規模が大きいこと
が多く、その規模の入学意向者を集める
ことは容易ではない。

通信制は地域の壁がない分、市場は大
きいが、一方で「家から通いやすい」など
の志望理由が見つけにくい。教育の特
徴や具体的な進学メリットを明確に伝え
たうえで調査することが重要に。

社会人の入学も想定している場合、別
途調査が必要。2028年度開設分より、
社会人が回答者の場合は「入学希望時
期」もクロス集計することが求められてい
るので要注意。

通信教育
実施方法

□対象者（高校生）
の選定

通信教育設置
基準の有無

印刷
教材

授業方法

通信教育を併せ行う場合の
教育研究実施組織の編制について

初めて開設する

学部等を追加で設置する

「通信教育実施方法説明書（別記様式第8号）」

「通信教育に係る規程」 

の
士
業
の
コ
ー
ス
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業

を
拡
充
す
る
こ
と
で
、
学
生
を
集
め
て

い
る
。
新
潟
産
業
大
学
や
、
本
年
開
学

し
た
Ｚ
Ｅ
Ｎ
大
学
が
多
く
受
け
入
れ
る

の
は
、「
大
学
も
通
信
制
」
を
希
望
す

る
全
国
の
通
信
制
高
校
生
だ
。
海
外
も

市
場
に
な
り
得
る
。
京
都
橘
大
学
や
新

潟
産
業
大
学
に
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

な
ど
の
海
外
在
住
学
生
が
在
籍
す
る
。

　社
会
人
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
場

合
、
民
間
企
業
が
ラ
イ
バ
ル
に
な
る
。

大
学
に
し
か
な
い
資
格
講
座
は
大
き
な

強
み
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
課
程
を
ど
う

差
別
化
す
る
か
。
サ
イ
バ
ー
大
学
は
、

Ｉ
Ｔ・
ビ
ジ
ネ
ス
・
語
学
教
養
を
テ
ー

マ
・
レ
ベ
ル
ご
と
に
マ
イ
ク
ロ
ク
レ
デ

ン
シ
ャ
ル
（
Ｍ
Ｃ
）
化
し
て
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
設
計
。
社
会
変
化
に
応
じ
て
Ｍ

Ｃ
を
新
設
し
、
在
学
中
も
、
卒
業
後
も
、

学
び
続
け
る
動
機
を
つ
く
っ
て
い
る
。

      

教
育
の
質
と
採
算
の
バ
ラ
ン
ス
を

検
討
。
編
入
市
場
も
重
要
。

　学
部
の
場
合
、
通
信
制
の
学
費
の
相

場
は
通
学
制
の
４
分
の
１
〜
５
分
の

１
。
こ
の
手
頃
な
学
費
が
学
生
を
集
め

や
す
く
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
通
信

制
は
設
置
校
が
ま
だ
少
な
い
た
め
、「
安

価
」
で
あ
る
こ
と
以
外
に
も
学
費
の
設

定
方
法
に
工
夫
の
余
地
は
あ
る
。
サ
イ

バ
ー
大
学
は
、
１
単
位
２
・
２
万
円
と

い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
学
費
設
定
。
年
数
が

か
か
っ
て
も
総
額
が
変
わ
ら
な
い
し
く

み
は
、
社
会
人
に
と
っ
て
は
利
便
性
が

高
い
。
新
潟
産
業
大
学
は
、
サ
ポ
ー
ト

や
学
外
提
携
先
で
の
学
び
の
種
類
に

よ
っ
て
コ
ー
ス
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に

学
費
を
設
定
し
て
い
る
。

　１
人
あ
た
り
の
学
費
収
入
が
少
な
い

分
、
採
算
を
取
る
に
は
定
員
規
模
の
大

き
さ
が
重
要
だ
。
市
場
調
査
を
行
い
、

教
育
の
質
を
保
証
で
き
る
学
生
数
と
採

算
の
バ
ラ
ン
ス
を
慎
重
に
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。
他
大
学
を
修
了
し
た
編
入

学
生
が
多
い
点
も
通
信
制
の
特
徴
で
、

特
に
３
年
次
の
編
入
市
場
が
圧
倒
的

だ
。
ま
た
、
社
会
人
に
は
卒
業
ま
で
何

年
も
か
か
る
学
生
も
い
る
。
多
く
の
大

学
で
は
一
定
の
年
数
以
降
は
学
費
を
減

額
し
て
い
る
。

      

特
に
「
学
生
確
保
の
見
通
し
調
査
」

は
通
学
制
以
上
に
工
夫
が
必
要
。

　基
本
的
に
は
、   ＊1
通
学
制
の
新
設
と

そ
う
変
わ
り
が
な
い
が
、
提
出
書
類
に

追
加
が
あ
る
な
ど
の
違
い
も
あ
る
。
通

信
制
設
置
校
は
ま
だ
少
数
の
た
め
ノ
ウ

ハ
ウ
が
あ
ま
り
共
有
さ
れ
て
お
ら
ず
、

苦
労
し
た
と
い
う
声
も
あ
っ
た
。
既
設

通
学
制
と
同
じ
学
位
の
分
野
の
通
信
制

25 No.318

＊1 行われない場合は「放送授業」になる
＊2 通信制の収容定員4,000人につき、通学制の人数に４人追加。【図表４】の「基幹教員数」参照
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文科省に聞く！

通学制とどう違う？
通信制の設置と課題

高等教育企画課
大学設置・評価室長

鈴木 宏幸

̶̶通信教育課程設置の動向は？
　設置件数はこれまで毎年、数件程度でしたが、コロナ禍をきっか
けに大学にオンライン授業のノウハウが蓄積されたせいか、2025
年度は12件、2026年度は11件と増加しています。現状、既存の
通信制はすべて私立大学のみとなっています。

̶̶設置基準上の通学制との違いは？
　「大学、短大における通信教育」の設置基準があり、通学制と
の主な違いは、授業方法、基幹教員数、校地・校舎の基準です
【図表４】。かつて面接授業以外の主な授業方法は、「印刷教材
等」と「放送」でしたが、2001年、オンラインを想定した「遠隔授業
（メディアを利用して行う授業）」が加わりました。面接授業（対面
授業）に相当する教育効果が得られることが条件で、同時性また
は、授業後速やかに設問回答、添削指導、質疑応答など、即応性
をもつ双方向性が求められます＊1。同じく2001年から対面授業な
しのカリキュラムも認められ、フルオンラインでの課程が可能になり
ました。大学院も1998年から通信制が制度化されましたが、設置
基準は大学や短大と異なり、大学院設置基準内で定めています。

̶̶通信制の設置認可申請のポイントは？
　通信制には、通学制との「併設型」と、独立した通信制を設置す
る「独立型」があります。必要な基幹教員数等に違いがあり、独立
型には独自の規定がありますが、併設型は、通学制で定められた
基幹教員数に規定の人数＊2を追加する形です。通学制と通信制
を兼務する基幹教員は、申請時にどちらかに所属を割り振ることに
なります。併設型の通学・通信同時開設の場合、授与する学位が
同じだとしても、通学制と通信制それぞれにおいて大学が授与する
学位の分野に変更が生じる場合、それぞれ認可申請が必要です
【図表５】。既存の通学制と同じ学位、同じカリキュラムの通信制を
後から併設する場合、通信制において学位の分野に変更を伴わな
い場合は届出、伴う場合は認可申請となります。カリキュラムが「同
等」と言えるかどうかは、大学設置分科会において判断されます。

̶̶審査の観点の違いは？

　設置要件に違いはありますが、教員審査や教育内容の審査の
観点は基本的には同じです。通学制・通信制同時開設の場合、カ
リキュラムが同じであれば審査も一緒に行います。ただし、通信制
ならではの教育手法を審査する観点から、通信教育に知見のある
委員にも参画してもらいます。
　通信教育課程を設置する際には、授業配信の安定性やセキュ
リティの確保、試験時の本人確認などの不正行為防止策のしくみ
といったことだけでなく、通学制よりも相対的に少ない教員数や、
対面授業なしでも、掲げたＤＰを達成できるカリキュラムや体制か
どうかも検討しておくべきです。学生からの質問対応や学生同士
の学び合いなどは、どう担保するのか。学修支援を行う「指導補助
者」は、現状、基準上で人数の定めはないものの、人的あるいは物
的な指導・支援体制については、各大学でよく検討すべきでしょ
う。また、教育手段が通信だからといって、コミュニケーション能力
を養成しなくていいわけではないと思います。

̶̶今後の課題は？
　設置後の設置計画履行状況等調査（ＡＣ）で多い指摘事項
は、定員の未充足です。通信制の入学者数は予測しにくい面があ
るとはいえ、学生確保の見通し調査を工夫して、根拠のある定員
設定をする必要があります【図表６】。また、「知の総和」答申にお
いても、通信制のさらなる質向上のための制度改善や学生への
支援の見直しに向けた検討の必要性等が提言されました【P.26
図表８】。本答申を踏まえ、時代の変化を踏まえた通信制のあり方
について、今後、中教審においてさらに議論をいただく予定です。
　リスキリングを目的とした社会人中心だった学修者層も変化し、
通信制高校出身者の増加等を背景に18歳入学者の割合が増え
ています。学ぶ目的が明確な社会人とは必要なフォローが異なり、
出口保証、キャリア支援策も考慮の対象になります。受け入れる
学生と、育成をめざす人材像を基に、大学たる教育内容、教学マ
ネジメントを考えてもらえればと思います。「知の総和」の向上に通
信制が果たす役割は、今後ますます大きくなるはずです。

すずきひろゆき●2003
年文部科学省入省。初等
中等教育企画課課長補
佐、初等中等教育局視学
官、在ブラジル日本国大
使館一等書記官、文部科
学大臣秘書官などを経
て、2024年より現職。

を
設
置
す
る
場
合
で
も
、
通
信
制
に
お

い
て
学
位
の
分
野
に
変
更
を
伴
う
場
合

は
設
置
認
可
申
請
が
必
要
な
の
で
、
多

く
の
大
学
は
設
置
認
可
申
請
か
ら
始
め

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
設
置
基
準
や

最
新
の
「
手
引
」
を
よ
く
読
み
、
通
信

制
な
ら
で
は
の
ル
ー
ル
【
図
表
４
、５
】

を
理
解
し
て
申
請
に
臨
み
た
い
。な
お
、

「
手
引
」
は
毎
年
変
更
が
あ
り
、
最
新

の
２
０
２
７
年
度
開
設
の
場
合
、
通
信

制
に
つ
い
て
の
変
更
点
が
い
く
つ
か
あ

る
【
図
表
７
】。
近
年
は
通
学
制
同
様
、

通
信
制
に
関
し
て
も
定
員
充
足
が
で
き

る
か
ど
う
か
が
厳
し
く
問
わ
れ
る
。
中

で
も
「
学
生
確
保
の
見
通
し
調
査
」
は
、

通
信
制
な
ら
で
は
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題

が
あ
る
よ
う
だ
【
図
表
６
】。

　通
信
制
高
校
の
生
徒
や
社
会
人
の
入

学
意
向
を
探
る
調
査
設
計
に
は
苦
労
が

伴
い
、
定
員
規
模
が
大
き
い
と
そ
れ
だ

け
大
き
な
母
集
団
が
必
要
に
な
る
。
公

開
さ
れ
て
い
る
他
大
学
の
申
請
書
類
を

よ
く
分
析
す
る
ほ
か
、
知
見
の
あ
る
会

社
へ
の
委
託
も
視
野
に
入
れ
た
い
。

　「知
の
総
和
」
答
申
は
、
教
育
研
究

の
質
の
高
度
化
を
め
ざ
す
方
策
と
し

て
、
通
信
教
育
課
程
の
制
度
の
見
直
し

や
、
社
会
人
の
学
び
の
場
の
拡
大
に
言

及
し
て
い
る
。
文
科
省
は
す
で
に
こ
れ

ら
を
ふ
ま
え
た
   ＊1
事
業
を
開
始
し
た
。

今
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収
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。

▶学科ごとに作成

▶規程案を全文添付

▶規程案のほか、変更事項記載書類と新旧対照表添付

□入学定員規模が
大きい場合の数の
集めにくさ

□募集上の地域の
壁がないことへの
対応

□通信制ならでは
の設問設計の工夫

□社会人向け調査
では入学希望時期
も求められる

単位認定試験等における
不正行為防止対策について

情報セキュリティ体制の
整備について

作成単位

通信教育学部
のみの大学

通信教育を
開設する学部
等の計画

指導補助者

通信制の授業方法の定義

▶インターネット等を利用して教室以外の場所のみでの履修の場合は、備考
欄で、インターネット授業の特性を踏まえた授業設計や措置を講じ教育研究に
支障がないことを、教育効果を高めるための措置や学生支援方法に触れなが
ら具体的に説明する必要あり

遠隔授業、オンライン授業

対面授業

同時性または即応性を持つ双方
向性（対話性）を有し、面接授業に
相当する教育効果を有すると認め
られるもの（同時〈リアルタイム〉、
非同時〈オンデマンド〉が可能）

面接

メディア
利用

放送

区分

専攻分野

授業方法

基幹教員数

校地

校舎

双方向性備考

＊1 P.18～21、高崎商科大学の「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援」選定例を参照

＊大学通信教育設置基準を基にBetween編集部にて作成。下線は編集部によるもの
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